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令和６年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １ 府 省 庁 名   文化庁       

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 都市計画税 ） 

要望 

項目名 
障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の拡充 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

障害者に対応した劇場・音楽堂等（改修実演芸術公演施設※）に係る課税標準の特例について、当該特例

措置の内容を拡充する。 
 ※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「高齢者移動等円滑化法」という。）第２条第19

号に規定する特別特定建築物であり、主として「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」第２条第２項に規定する
実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向
上改修工事が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第17条第３項第１号に掲げる高齢者移動等円滑化法第
２条第 20 号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるとこ
ろにより証明がされたものをいう。 

・特例措置の内容 

改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税について、改修工事完了の翌年度から２年間1/3軽

減する現行の特例措置の拡充等（工事費に係る控除上限を5/100から1/2へ拡充、減税額を1/3から1/2へ

拡充、時限措置から恒久化）を行う。 

 

関係条文 

 

地方税法 附則第15条の11 

減収 

見込額 

［初年度］  -    （ - ）  ［平年度］    ▲2（▲5）  

［改正増減収額］ -                             （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的  

民間事業者が設置する劇場・音楽堂等のバリアフリー化を促進することにより、障害の有無に関わらず、

共に文化芸術活動ができる環境を醸成し、共生社会の実現を図る。 

（２）施策の必要性 

文化芸術基本法においては、「国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、（中略）こ

れらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずる」こととされてお

り、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律においては、「劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しくは性別又は個

人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活

を実現するための場として機能しなくてはならない」とされており、障害の有無に関係なく、全ての国民が

心豊かな生活を実現する場として機能することが求められている。 

しかしながら、民間事業者が設置する障害者に対応した劇場・音楽堂等は全国に数件と限られており、障害

者が文化芸術活動を行うのに適した環境に必ずしもないことから、平成30年度に劇場・音楽堂等のバリアフ

リー化を促進するインセンティブとして、障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置を２

年間の時限により創設し、数次にわたり延長しているところであり、政策目的実現に向け当該措置を継続す

るとともに、バリアフリー改修実施の主な課題は改修工事に要する費用の財源と工事期間中に公演事業等が

実施できないことによる収入減であることから、バリアフリー改修を促進するため、現行制度の税控除額上

限の拡充が必要である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策目標12 文化芸術の振興 

 施策12－1 文化芸術の創造・発展・継承と教育の充実 

○文化芸術基本法（平成13年法律第147号）抜粋  

・国民が障害の有無にかかわらず等しく、文化芸術活動ができる環境の整備が図られなければ

ならない。（第２条第３項関係） 

〇障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成30年法律第47号）抜粋 

・国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術を鑑賞する機会の拡大を図るため、文化芸術の作

品等に関する音声、文字、手話等による説明の提供の促進、障害者が文化芸術施設（劇場、音

楽堂、美術館、映画館等の文化芸術活動のための施設をいう。第 11 条において同じ。）を円滑

に利用できるようにその構造及び設備を整備すること等の障害の特性に応じた文化芸術を鑑賞

しやすい環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。（第9条関係） 

○劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法律第49号）抜粋 

・国は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業への

支援を行うこと。（第10条第２号関係） 

政策の 

達成目標 

障害者に対応した劇場等のバリアフリー化が促進され、障害の有無に関わらず文化芸術活動が

できる環境を確保する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久化 

同上の期間中

の達成目標 

障害者に対応した劇場等のバリアフリー化が促進され、障害の有無に関わらず、共に文化芸術

活動ができる環境を確保する。 

政策目標の 

達成状況 
現在のところ適用実績なし 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 
民間劇場が対象 （参考 108施設 社会教育調査（令和３年度）（300席以上）） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

障害者に対応した劇場等のバリアフリー化が促進され、障害の有無に関わらず、共に文化芸術

活動ができる環境が醸成される。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

なし 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

独立行政法人日本芸術文化振興会を通じた助成等（令和６年度要求：約45億円の内数） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

上記の補助金は、我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、音楽、舞踊、演劇等の実演

芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワー

ク形成に資する事業を予算措置により支援するものであり、劇場・音楽堂等の施設のバリアフ

リー化を目的とするものではない。 

要望の措置の 

妥当性 

劇場・音楽堂等のバリアフリー化を促進するインセンティブを与え、障害者に対応した劇場等

の整備を促すことにより、障害者が文化芸術活動に親しむ機会の拡大が図られる。また、地域

の劇場・音楽堂等が障害者に優しい文化拠点へと再生され、障害の有無に関わらず、共に文化

芸術活動ができる環境が醸成されることは、地域の文化振興に資することから地方税で措置す

ることが適当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 
― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

なし 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

― 

前回要望時の 

達成目標 
障害の有無に関わらず、あらゆる人に対して文化芸術活動を享受できる環境を確保する。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

新築については基準を満たし認定を受けた施設はある（新築は本特例措置適用外）が、改修に

ついてはなし。改修については、財源や工期が課題。 

これまでの要望経緯 

平成30年度 障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の創設 

令和２年度  障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の延長 

令和４年度  障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の拡充 


